
ＣＴ・セファロ等のエックス線撮影依頼について 

 
 

このたび、国税庁の監査により、『ＣＴ・セファロ等のエックス線

撮影のみの依頼』につきましては、収益事業とみなされ、学校法人で

ある当クリニックの現状では、不適切との指摘を受けました。 

そこで、当クリニックでは、平成 28 年 2 月 29 日（月）をもって、

上記『撮影のみの依頼』につきましてはお受けすることが出来なくな

りました。近隣の医療機関様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

ご了承の程よろしくお願いします。 

ご不明な点は、地域医療連携室（☎045-313-5047）までお問合せ

ください。 
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